
委任状の取り扱いについて 

 

当院では、患者さんご本人以外の方が診断書等の作成申込み、および受領をする際は、 

当院所定の委任状の提出をお願いしております。 

 

委任状が必要な場合 

患者さんご本人以外の方が下記手続きをされる場合、当院所定の委任状の提出が必要とな

ります。ご自身で作成された委任状では原則としてお取り扱いができませんので、ご注意

下さい。 

 

１ 診断書・各種証明書・医師意見書等の作成および受け取り 

２ レントゲンフィルムなどの診療情報の貸し出し等の申込み及び受け取り 

３ 医師との面談、代理受診 

４ その他、当院が必要と認めた場合 

 

委任状の提出が不要な場合 

 

次の場合に限り、それが証明できる書類の提示があれば委任状の提出は必要ありません。 

 

１ お亡くなりになられた方（患者さん）の法定相続人 

２ 患者さんの法定代理人（未成年者の父母 等） 

３ 患者さんの成年後見人 

４ その他ご遺族が、お亡くなりになられた方（患者さん）の診察券を持参し診断書発行・

面談の申込み・受け取りを希望される場合 

 

注意事項 

１ 委任状を用いて手続きされる場合、実際に手続きされる方の身分証明書（免許証・パ

スポート・健康保険証・社員証 等） 

２ 記載漏れ、捺印漏れ等の不備があった場合にお取り扱いできない事がありますので、

ご注意下さい。 

３ ご不明な点については、受付窓口へお尋ねください。 

 

 

 

＊委任状は当院ホームページのＰＤＦから印刷することができます。 

 

                                    2020年 2月 12日 

          医療法人ユスタヴィア理事長：宮川 高一  

 


